
次期総合計画の策定について

１ 次期総合計画策定の目的等

1

３ これまでの経過

2 策定の手順

令和８年４月28日 政策企画部政策企画課

(1) 目的

総合計画は、地方自治体における行政運営上の最も上位に位

置付けられる計画であり、当該自治体がめざすべき将来像や計

画期間において取り組む施策・事業を示すことで、住民や事業

者、行政が行動するための基本的指針となるものです。

(2) 策定根拠

本市においては、市の自治の基本理念及び基本原則を定めた

奥州市自治基本条例（平成21年市条例第１号）において、総

合計画の策定について定めています。

なお、平成23年の地方自治法改正により、基本構想の法的

な策定義務がなくなり、基本構想の策定及び策定にあたり議会

の議決を経るかどうかは、自治体の判断に委ねられることと

なっています。

■奥州市自治基本条例（抜粋）

（総合計画）

第27条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うための基本

構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」と

いう。)を、本市における自治の基本理念にのっとり策定する

ものとする。

フェーズ１
次期計画策定方
針の検討・決定

フェーズ２
現行計画の総括
市民アンケート等

フェーズ３
次期計画
当初案策定

フェーズ４
次期計画
修正案策定

フェーズ５
次期計画
最終案策定

フェーズ６
諮問・答申
議決・決
定・公表

意見集約・反映
WG会議

市民WS開催
意見集約・反映

Ｒ７年度 Ｒ８年度

Ｒ７.５月
総合計画審議会①（外部委員）
職員研修会

.６月 市議会市政調査会

.７月
総合計画策定委員会①（庁内委員）
総合計画審議会②（外部委員）

.８月
総合計画審議会③（外部委員）
議会全員協議会①

.９月
総合計画策定委員会②（庁内委員）
総合計画審議会④（外部委員）

.10月
議会全員協議会②
庁議（次期総合計画策定方針決定）

総計審、議会へ
の説明

(1) 会議等

(2) 市民アンケート

対象 満18歳以上の男女3,000人

実施期間 R7.９.17～10.17

有効回収数 1,237 件（郵送800件、WEB回答437件）

回収率 41.2 ％（参考：R３回収率42.3％）

※フェーズの区切りで総合計画審議
会を開催するほか、市議会にも説明

(3) 現行計画の総括

Ｒ７.11月～Ｒ８.2月 施策評価（中間年）の実施
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次期総合計画の策定について

４ 現行・次期計画の比較イメージ図

基本構想

基本計画

実施計画

長期ビジョン

アクション

プラン

まちづくりの課題

めざすべき都市像

施策の大綱

基本施策

施策

成果指標

事務事業

まちづくりの理念

めざすべき都市像

《分野》

事務事業

指標・KPI

施策

議会の関与 議会の関与

議
決
事
項

10 年に1回

５年に1回

予
算
審
査
・
行
政
評
価
（
事
務
事
業
評
価
）

毎年
（随時）

《内容》 《頻度》

10 年～30年
に1回

議
決
事
項

【現行計画】
３層構造

【次期計画】
２層構造

予
算
審
査

行
政
評
価

毎年

毎年
（随時）

《頻度》 《内容》

※それぞれの《分野》の中に「施策」単位
のユニットを複数内包している構造

☑ 議決事項は基本構想又は基本計画の承認に関すること

☑ 事務事業は毎年の予算審査（補正予算含む）で審議いただく

☑ 事務事業評価を決算審査の附属資料として議会へ提出している

☑ 施策評価は中間年（３年目）に実施し、公表する

☑ 議決事項は長期ビジョンの承認に関することを想定

☑ 事務事業は毎年の予算審査（補正予算含む）で審議いただく

☑ アクションプランの行政評価を毎年行い、施策と事務事業の
関係性が分かるよう調製したうえで、決算審査の附属資料と
して議会へ提出する

※施策から事務事業までを
一団のかたまり（ユニット）
とする

2【資料３】

※長期ビジョン－アクションプ
ランは相互に関連するが、従来
の基本構想－基本計画のような
目的－手段の体系ではない。



次期総合計画の策定について

次期総合計画全体像イメージ

3

長
期
ビ
ジ
ョ
ン

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
・
総
合
戦
略

人口ビジョン（改訂版）

市民アンケート結果

現）総合計画施策評価

・・・・・・・・ など

基
礎
デ
ー
タ

長期ビジョンを実現するための具体施策・事業

計画期間
８年（４年＋４年）

分野１
協働・ま
ちづくり

分野２
教育・生
涯学習・
スポーツ

分野３
子育て・
福祉・健
康・医療

分野４
産業・経
済

分野５
生活環
境・防
犯・防災

分野６
都市基
盤・地域
情報化

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
と
総
合

戦
略
を
一
体
的
に
策
定

計画期間
10～30年

１.まちづくりの視点

２.まちづくりの理念

３.めざすべき都市像

４.まちづくりの基本目標

５.行財政運営の考え方

長
期
ビ
ジ
ョ
ン
に
盛
り
込
む
項
目
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次期総合計画の策定について

５ 計画期間と市長任期の関係性イメージ
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第２次総合計画
前期計画

第２次総合計画
後期計画

次期
総合計画

年
度

H
29

H
30

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
R
10

R
11

R
12

R
13

R
14

R
15

R
16

R
17

R
18

R
19

R
20

基
本
構
想

基
本
計
画

実
施
計
画

市
長
任
期

計画期間：10年間

計画期間：５年間 計画期間：５年間

アクションプラン
計画期間：

８年間（４年間×２）

長期ビジョン 計画期間：10年～30年程度の超長期

市長任期：
４年間

市長任期：
４年間

市長任期：
４年間

市長任期：
４年間

市長任期：
４年間

見
直
し

改
訂

見
直
し
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次期総合計画の策定について（長期ビジョンについて）

１ 長期ビジョンの役割

２ ＳＤＧsとの関わり

5

３ 長期ビジョンの骨子（案）

長期ビジョンは、市がまちづくりを進めるうえで目指す都市

像や政策推進の考え方等を示す長期構想として策定します。

計画期間は、令和９年度(2027 年度)を始期として10～30年

間としますが、社会経済情勢の変化に柔軟に対応するため、必

要があると認める場合はビジョンの見直しを行うことも可能と

します。

(1) まちづくりの視点

・人口減少と人口構造の変化

・脱炭素社会への移行

・ＡＩをはじめとするデジタル技術の進歩

・激甚化する風水害、発生を予測できない震災等への備え

・共生社会の形成

などの市を取り巻く社会情勢を踏まえつつ、どのような視点

（方向性）でまちづくりを進めるのかを示す。

(2) まちづくりの理念

まちづくりを進めるうえで市民が共有する行動指針

(3) めざすべき都市像

市民・事業者・行政が共有する、施策の方向性、分野別計

画の「拠り所」

(4) まちづくりの基本目標

普遍的な目標を３つ程度設定

例）すべての市民や関係者が生き生きと輝いている

すべての地域が資源を磨き、安全・安心な暮らしと営

みが展開している など

(5) 行財政運営の考え方

限られた経営資源（ヒト・モノ・カネ）を最大限活用し、

持続可能な行政サービスの維持向上を目指すための考え方に

ついて示す。

市では、世界的な取組であるSDGsの理念を踏まえ、市民が

ひとつになってSDGsに資する取組を推進していけるよう令和

２年に「奥州市版SDGs」を作成しました。

次期総合計画に関しても、引き続き SDGsの視点を踏まえた

施策を推進するとともに、市民、地域、事業者等によるSDGs

を推進する取組との連携・支援を行うことで、 SDGsの目標達

成に貢献する旨を長期ビジョンに明記することとします。
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次期総合計画の策定について（アクションプランについて）

１ アクションプランの役割

４ アクションプランの進行管理

6

３ アクションプランの構成（案）

アクションプランは、政策分野や組織横断的に取り組む重点

プロジェクトを推進するための施策の体系を示すとともに、そ

れぞれの施策の目標を達成するための手段である具体的な事務

事業の内容や実施年度を明らかにするために策定します。

アクションプラン自体の計画期間は、首長任期に合わせて4

年×２期＝８年間とし、首長任期が満了する４年目終了時点で

見直しの可否を判断するほか、事務事業については、毎年度、

評価を行ったうえで、３年を単位にローリングを行い、上位施

策の目標達成に効果的な事務事業の実施を図ることとします。

2 総合戦略との関わり

アクションプランに位置付けた取組の進捗管理に当たっては、

本市の行政評価の仕組に基づくマネジメントサイクルを確実に

機能させ、取組の成果の評価結果を市民と共有し、目指す将来

都市像に向けた取組を着実に推進していきます。

行政評価

次年度
予算要求

アクション
プランの見
直し（ロー
リング）

まち・ひと・しごと創生法に基づく地方版総合戦略（以下

「総合戦略」）の取組は、複数分野に跨る横断的取組が多いで

すが、人口減少・少子高齢化社会への対応をはじめ、総合計画

に示す施策の体系に基づく取組と共通の事務事業・指標を有し

ていることから、次期総合計画策定に当たっては、総合計画と

総合戦略を一体化することで、より効果的・効率的な両計画の

推進・進捗管理を図ります。

【一体化のメリット】

(1) 政策分野ごとの取組と総合戦略の分野横断的な取組の両面

を位置付けることで、市民に分かりやすい計画となります。

(2) アクションプラン、総合戦略の進行管理や評価・検証を一

体的に行うことで、事務の効率化を図ります。

事業Ｉ

政
策
目
標
②

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

総
合
戦
略

（政策分野）
子育て・福祉

施策①

施策③

施策②

事業Ｂ

事業Ｃ

事業Ａ

事業Ｄ

事業Ｅ

事業Ｆ

事業Ｇ

事業Ｈ

政
策
目
標
①

・
・
・

・
・
・

ローリング
の対象範囲
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次期総合計画の策定について（アクションプランについて）

アクションプラン骨子（案）

7

案①

総
合
戦
略

協働まちづくり
分野

都市整備分野

強い経済
（目標１）

教育分野

健康・福祉分野

産業・経済分野

市民・環境分野

分野別計画

豊かな生活環境
（目標２）

選ばれる地方
（目標３）

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
法
に
基
づ
く

人
口
減
少
対
策
の
た

め
の
計
画

施策のユニット

市長マニフェストに基づく
重点施策

その他の重点施策

分野横断的
重点施策

アクションプラン

政策Ⅰ
みんなで支え
合う地域福祉
の推進

状態指標

KGI

政策Ⅱ
子育て環境の

充実

状態指標

KGI
【例】出生数
（人）

…

施策❶

成果指標・KPI
【例】放課後児童クラブ
へ入所できている割合

（％）

子育てを支える
環境の整備

事務事業
江刺ひがしこども
園建築事業

事務事業
放課後児童健全
育成事業

…

政策Ⅵ
医療の充実

状態指標

KGI

施策❸

成果指標・KPI
【例】妊娠・出産につい
て満足している者の割合

（％）

安心して出産
できるための
支援の充実

事務事業
妊産婦応援給付
金給付事業

事務事業
不妊治療費
助成事業

…

…
…
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次期総合計画の策定について（アクションプランについて）

アクションプラン骨子（案）
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案②

総
合
戦
略

協働まちづ
くり分野

都市整備
分野

強い経済
（目標１）

教育分野

健康・
福祉分野

産業・
経済分野

市民・
環境分野

分野別計画

豊かな生活環境
（目標２）

選ばれる地方
（目標３）

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
法
に
基
づ
く

人
口
減
少
対
策
の
た

め
の
計
画

施策のユニット

市長マニフェストに基づく
重点施策

その他の重点施策

分野横断的
重点施策

アクションプラン

政策Ⅰ
みんなで支え
合う地域福祉
の推進

状態指標

KGI

政策Ⅱ
子育て環境の

充実

状態指標

KGI
【例】出生数
（人）

…

政策Ⅵ
医療の充実

状態指標

KGI

…
…

施策❶

成果指標・KPI
【例】放課後児童クラ
ブへ入所できている割

合（％）

子育てを支える環
境の整備

事務事業
江刺ひがしこど
も園建築事業

事務事業
放課後児童健
全育成事業

…

施策❸

成果指標・KPI
【例】妊娠・出産につ
いて満足している者の

割合（％）

安心して出産
できるための
支援の充実

事務事業
妊産婦応援
給付金給付
事業

事務事業
不妊治療費
助成事業

…

小施策
教育・保育
施設の再編

小施策
放課後におけ
る児童の健全
育成の推進

…
小施策
妊娠期支援
の充実

小施策
不妊治療へ
の助成

…
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次期総合計画の策定について（アクションプランについて）

【参考】現行計画の構成
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総
合
戦
略

大綱Ⅰ
みんなで創る生きがい
あふれるまちづくり

大綱Ⅵ
快適な暮らしを支える

まちづくり

安定した雇用
新しい産業の

創出

（目標１）
大綱Ⅱ

未来を拓く人を育てる
学びのまちづくり

大綱Ⅲ
健康で安心して暮らせる

まちづくり

大綱Ⅳ
豊かさと魅力のある

まちづくり

大綱Ⅴ
環境にやさしい安全・
安心なまちづくり

基本構想

結婚支援
子育て環境

No.1

（目標２）

新たな奥州
ファンの獲得

（目標３）

地域愛の醸成
安心・安全

（目標４）

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
に
基
づ
く

人
口
減
少
対
策
の
た
め
の
計
画

施策❶

事務事業
江刺ひがしこど
も園建築事業

成果指標

事務事業

事務事業

分野横断的
重点施策

基本計画

基本施策①

みんなで支え合う
地域福祉の推進

基本施策②

子育て環境の充実

施策の方向①
教育・保育
施設の再編

施策の方向⑤
放課後におけ
る児童の健全
育成の推進

基本施策⑥

医療の充実

…

子育てを支える
環境の整備

…
施策❸

事務事業
妊産婦応援給付
金給付事業

成果指標

事務事業施策の方向①
思春期保険事
業の推進

施策の方向③
不妊治療への

助成

安心して出産
できるための
支援の充実

…
…

施策の方向②
妊娠期支援の

充実

事務事業
不妊治療費
助成事業

実施計画

基本的施策

KPI

基本的施策

KPI

基本的施策

KPI

基本的施策

KPI

基本的施策

KPI

基本的施策

KPI

基本的施策

KPI

基本的施策

KPI
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